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１ 安全管理組織体制（概要図）

社 長

役 員

【都市交通事業本部】

【鉄道部長会議】

安全統括管理者

(都市交通事業本部長)

運 転 管 理 者 電 気 部 長 車 両 部 長 工 務 部 長

（運輸部長）

乗務員指導管理者

(東部列車所長)

(西部列車所長)

２ 管理者の役割

安全統括管理者等を選任するとともに、経営者をはじめ輸送の安全確保に係る役割

を定めています。

役 職 役 割

社 長 輸送の安全の確保に関する 終的な責任を負う。

安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する。
(都市交通事業本部長)

運転管理者 安全統括管理者の指揮の下、列車の運行、運転士及び車掌の資
（運輸部長） 質の保持、その他運転に関する業務を管理する。

乗務員指導管理者 運転管理者の指揮の下、運転士の資質の保持に関する事項を管
（東･西列車所長） 理する。

電気部長 安全統括管理者の指揮の下、電気施設に関する事項を総括する。

車両部長 安全統括管理者の指揮の下、車両に関する事項を総括する。

工務部長 安全統括管理者の指揮の下、軌道･土木･建築施設に関する事項
を総括する。
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３ 安全管理方法

3-1 鉄道部長会議

鉄道部長会議は、都市交通事業本部トップ（安全統括管理者[常務取締役]以下、

鉄道担当役員、鉄道の各部長［運輸部、電気部、車両部、工務部］等）により構成

され、原則として月２回開催しています。

安全に関する事項についても、検討、決定、指示する会議体です。

3-2 鉄道課長会議・技術運輸連絡小委員会等の各種定例会議

鉄道各部の課長クラスで構成し、各部の業務及び事故･トラブルについて情報を

共有し、協議・検討等を行う会議体です。また、業務遂行上の種々の案件について

鉄道部長会議へ上申するとともに、鉄道部長会議での決定事項、指示事項等を円滑

かつ確実に遂行していくため、相互確認する会議体でもあります。

3-3 非常時対応体制

鉄道非常事態（列車運転事故、災害［風水害、地震、火災］等により会社の施設

内で多数の死傷者を生じ、または会社の施設の復旧に長時間を要する事態）の発生

に備え、非常事態対策規則等を策定し、非常時対応体制（全社）を構築しています。

鉄道非常事態が発生すると、鉄道非常事態対策本部を設置し、救護、復旧、輸送の

応急処置を迅速的確に行い、被害を 小限にとどめることに努めます。

また、鉄道非常事態には至らないものの、都市交通事業本部として、警戒、復旧、

救護等の措置を講じる必要のある事態の発生に備え、都市交通事業本部内規として

各部の任務等に関する基本的な事項を定め、連絡、連携を円滑にし、被害を 小限

にとどめることに努める体制をとっています。

3-4 ＰＤＣＡサイクルの活用

安全確保に関する種々の取組みを安全マネジメントシステム（Ｐ=Plan［計画］･

Ｄ=Do[実行]･Ｃ=Check[確認]･Ａ=Act[改善]）として機能させ、より精度の高い安

全確保を目指して、スパイラルアップを図っていきます。

Ｐ（PLAN） Ｄ （ＤＯ）

【計画】 【実行】

安全重点施策 行動計画(教育･訓練 等)

継続的改善
（スパイラルアップ）

Ａ（ＡＣＴ） Ｃ （ＣＨＥＣＫ）

【改善】 【確認】

改善の検討、実施 内部監査 等




